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○ 「協約」に、以下の①～③の役割ごとに、圏域の具体的な取組を規定（地方中枢拠点都市と近隣市町村の

役割分担により実施）。 

① 圏域全体の経済成長のけん引 【パッケージとして必ず実施】 

② 高次の都市機能の集積 【地域の実情に応じて実施】 

③ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 【選択的に実施】 

地方中枢拠点都市圏の役割分担と財政措置について 

役割分担の考え方 

○ 上記役割のうち、①圏域全体の経済成長のけん引と、②高次の都市機能の集積については、地方中枢拠

点都市を中心として実施することが想定されるので、財政措置は地方中枢拠点都市となる市に対して行うこ

ととしてはどうか。 

○ 地方中枢拠点都市の要件を満たす市と近隣市町村とが、地方自治法上の規定に基づく「協約」を締結。 

財政措置の考え方 

○ ③圏域全体の生活関連機能サービスの向上については、定住自立圏における中心市と近隣市町村の役

割分担と同様、地方中枢拠点都市と近隣市町村が協働しながら果たしていくものであることから、地方中枢

拠点都市と近隣市町村の双方に対して財政措置を行うこととしてはどうか。 



 
 

 
 
 
 
 

○中心市が策定 

○定住自立圏の将   
 来像や協定に基 
 づき推進する具 
 体的取組を記載 

③定住自立圏 
共生ビジョン 

定
住
自
立
圏
の
形
成 

中心市 周辺市町村 
①人口：５万人程度以上 

 （少なくとも４万人超） 

②昼夜間人口比率：１以上 

 （合併市の場合は、人口 

 最大の旧市の値が１以上 

 も対象とする。） 

○中心市と連携する意思を 
 有する周辺市町村の意向 
 に配慮しつつ、地域全体  
 のマネジメント等におい 
 て中心的な役割を果たす 
 意思等を公表 

①中心市宣言 

○中心市と近接し、 

 経済、社会、文化 

 又は住民生活等に 

 おいて密接な関係 

 を有する市町村 
※通勤通学10％圏等の要素   

 も考慮して、関係市町村 

 において判断 

協定 
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立
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協
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協定 

○人口定住のため     
 に必要な生活機  
 能を確保するた 
 め、役割分担し、 
 連携していくこ 
 とを明示 

周辺市町村 

周辺市町村 

定住自立圏の形成プロセス 

○関係者の意見を幅
広く反映させるた
め､民間や地域の
関係者を構成員と
し､中心市が開催
する「圏域共生ビ
ジョン懇談会」に
おいて検討 

定住自立圏同士の連携も期待 



地域包括ケアシステムにおける「柔軟な連携」の活用について 

○ 地域包括ケアシステムに関連する事務を小規模な市町村が実施する場合には、柔軟な連携を活用 
し、近隣市町村との連携や都道府県による支援を受けて、実施することも考えられるのではないか。 

   例：医療・介護関係職種に対する研修等を通じた資質の向上、条件不利地域に対する専門職のあっせん 
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